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次  第 

 
１．開  会 

 
 

２．開会挨拶 

 
 

３．議  案 

            

第１号議案 静岡市みどり条例に基づく保存樹木の指定について  

 
４．報告事項 

 

（１）静岡市みどりの基本計画に係るアクションプログラムの作成について 

（２）静岡市公園樹木管理指針（案）について 

 

５．閉  会 
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令和７年度　第１回　静岡市みどり審議会　令和８年３月19日

氏　名 所　属　等 出欠

五十嵐 誠 一般社団法人 日本造園建設業協会 相談役 出席（対面）

大石　三郎 静岡市花と緑のまちづくり協議会　理事長 出席（対面）

川口 良子 合同会社デザイン・アープ　代表社員 出席（対面）

金原 篤子 市民委員 出席（対面）

熊谷 修孝 静岡県交通基盤部都市局公園緑地課 課長 出席（対面）

竹内 真一 東海大学海洋学部 教授 出席（対面）

伴野 栄二 市民委員 出席（対面）

永田 喜雅 静岡市農業協同組合 代表理事専務 出席（対面）

森　康博 一般社団法人静岡市造園緑化協会 会長 出席（対面）

守屋 司子 NPO法人静岡県環境カウンセラー協会 理事 出席（対面）

出席（対面） 10名
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計 10名
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 静岡市みどり審議会に関する関係条例 

○静岡市みどり条例（抜粋） 

第５章 静岡市みどり審議会 

（審議会の設置） 

第26条 みどりの保全及び緑化の推進に関する重要事項について調査審議するため、静岡

市みどり審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会の審議事項） 

第27条 審議会は、この条例に規定するもののほか、市長の諮問に応じ、みどりの保全及

び緑化の推進を図るために市長が必要あると認める事項について審議し、答申する。 

（審議会の組織等） 

第28条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）みどりの保全及び緑化の推進に関し学識経験を有する者 

（２）緑化団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

（４）市民 

３ 市長は、前項第４号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努める

ものとする。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

 

 

〇静岡市みどり条例施行規則（抜粋） 

第４章 静岡市みどり審議会 

（審議会の委員） 

第23条 条例第26条の静岡市みどり審議会（以下「審議会」という。）に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会の会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 
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（審議会の会議） 

第24条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の出席を求め、その

意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第25条 審議会の庶務は、都市局都市計画部緑地政策課において処理する。 

（運営事項等） 

第26条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 



 

令和７年度 第１回 静岡市みどり審議会 

 

 

審議資料 
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審 議 案 件 

 

 第１号議案  静岡市みどり条例に基づく保存樹林の指定について 

        ・樹木-清 31（豊積神社） 

         



     

 

 

第１号議案 

 

静岡市みどり条例に基づく 

保存樹木等の指定について 
 



 保存樹木等に関する関係条例 

○静岡市みどり条例（抜粋） 

（保存樹木等の指定） 

第10条 市長は、基本理念にのっとり、生活環境の向上に資するみどりの保全及び緑化の

推進を図るため、都市計画法第５条第１項の規定により指定された都市計画区域の区域内

（以下「都市計画区域内」という。）において、特に保存する必要があるものとして規則

で定める基準に適合する樹木又は樹木の集団（以下「樹木等」という。）を、保存樹木又

は保存樹林（以下「保存樹木等」という。）として指定することができる。 

２ 略 

３ 市長は、第１項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ樹木等の所有者

等の承諾を得るものとする 

４ 市長は、第１項又は第２項の規定により、保存樹木等の指定をしようとするときは、

あらかじめ、第26条に規定する静岡市みどり審議会の意見を聴かなければならない。 

５～６ 略 

（指定の除外） 

第11条 前条の規定は、樹木等のうち他の法令の規定により既に保存が図られているもの

として規則で定めるものについては、適用しない。 

 

〇静岡市みどり条例施行規則（抜粋） 

（保存樹木等の指定基準） 

第４条 条例第10条第１項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。 

（１）樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しまれ、その

保存及び継承が重要と認められるもの 

ア1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上あるもの 

イ樹高が15メートル以上あるもの 

ウ株立ちした樹木で、高さが３メートル以上あるもの 

エはん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの 

（２）樹木の集団については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しま

れ、その保存及び継承が重要と認められるもの 

ア樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの 

イ生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上あるもの 
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●清 15 

駿 7・8● 

●清 27 

■駿 11 

■清 9 

凡 例 

●保存樹木    

 現指定数 今回指定 累計（予定） 

葵 区 ７本 ０本 ７本 

駿河区 １０本 ０本 １０本 

清水区 ３０本 １本 ３1 本 

計 ４７本    １本 ４８本 

■保存樹林    

 現指定数 今回指定 累計（予定） 

葵 区 ５箇所 ０箇所 ５箇所 

駿河区 １２箇所 ０箇所 １２箇所 

清水区 ３３箇所 0 箇所 ３３箇所 

計 ５０箇所  ０箇所 ５０箇所 

■駿 10 

清水 21 
●清 25・26 

■駿 4 

●清 17 
●清 18 
●清 28 

■清 7 

■駿 5 

清 17■ 

■駿 6 

駿 12■ 

■駿 7 

葵４■ 

●清 4 

■駿 8 

■ 

● 

●駿 9 

●清 22 
清 23● 

■清 33  

■葵 1 

■駿 2 

清 30 ■ 

清 28■ 

【位置図】（R７） 

静岡市みどり条例に基づく 

保存樹木 保存樹林 

■清 29 

■葵 2 

清 31 

葵 3・4● 

葵 3■ 

●清 24 

●駿 5 

葵 5■ 

■駿 3 

●葵 5・6・7 

■駿 9 

●駿 6 

■ 

■清 32 

■清 16 

■清 18 

■清 19 

■清 20 

清 21■ 

■清 22 

●清 16 

■清 23 

清 19● 

清 24■ 

清 20● 

■清 25 ■駿 1 

清 26■ 

■清 1 

■清 2 

■清 3 

■清 4 

■清 5 

■清 6 

●葵 1 

●葵 2 

●駿 1 
●駿 2 

駿 3● 
●駿 4 

●清 1 

●清 2 

●清 3 

■清 8 

清 10■ 

■清 11 

■清 12 

■清 13 清 14■ 

■清 15 

清 5● 
●清 6 

●清 7 

●清 8 

●清 9 
●清 10 

●清 11 

●清 12 

清 13● 
●清 14 

●駿 10 

● 
清 29・30 

清 27 

豊積神社 

清 31 
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1．樹木等の情報 

指定種別 樹木 

指定番号 清 31 

樹  種 イチョウ 

推定樹齢 300 年 

樹  高 20m 

幹の周囲 8.7m 

育成状況 良好 

植栽環境 良好 

所 在 地 清水区由比町屋原 185 

現  況 豊積神社 

用途地域 準工業地域 

 

2．申請者 

肩  書 豊積神社氏子総代代表 

氏  名            

住  所 ********* 

電話番号 ********* 

3．推薦者 

自治会名 由比町屋原自治会 

職・氏名 会長 西澤 正人 

４．特記事項 

なし 

５．保存樹木等の指定基準（静岡市みどり条例第 4 条）※いずれかに該当すること 

ア．1.5m の高さにおける幹の周囲が 1.5m 以上あるもの ○ 

イ．樹高が 15m 以上あるもの 〇 

ウ．株立ちした樹木で、高さが 3m 以上あるもの 〇 

エ．はん登性樹木で、枝葉の面積が 30 ㎡以上あるもの  

 

６．指定の除外に関すること 

文化財保護法による指定または仮指定を受けていない ○ 

森林法による指定を受けた保安林に属さない 〇 

自然公園法の区域内ではない ○ 

樹木保存法（都市の美観‥）による指定を受けていない ○ 

景観法及び景観条例による指定を受けていない ○ 

国または地方公共団体による所有または管理ではない ○ 

 

７．位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA しみず由比支店 

豊積神社 
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８．現況写真             出典 国土地理院 

 

 

写真 南西側より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 北西側より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南側より 

南西側より（根本付近） 

南西側より 
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清31
〇イチョウ

樹 林

鳥居

拝殿

本殿

道路

鳥居

自治会館

豊積神社略図

樹林
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八坂神社 清水区蒲原二丁目 ソメイヨシノ
八坂神社 清水区蒲原二丁目 ソメイヨシノ

葵区指定樹木 7
駿河区指定樹木 10
清水区指定樹木 30

計 47
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葵区指定樹林 5
駿河区指定樹林 12
清水区指定樹林 33

計 50
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